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1.経営の基本方針

要介護者状態となつた利用者が、可能な限りその利用者の心身の状況、その

置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが多様な事業者から統合的かつ効果的に提供されるよう支援を

行います。

また、事業の実施にあたつては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サー

ビスの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとします。

2 計画期間

令和 7年度から令和 15年度まで10年間としますが、経営、財政の検証や
公共デイサィビるのあり方の検討等し継続して行い、 5年ごとに必要な見直し

を行います。
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(法非適用企業 )

投 資・財 政 計 画 (収支計画 )
(1)投資・財政計画 (収支計画 )

区   分

B可 々牛皮

(決 算 )

nW牛庫ぇ

〔資曇〕
本年度

(R7年度 )
R8 R9 R10 Rll R12 R13 R14 R15

収

益

的

収

支

収
益
的
収

入

2190S 25998 24644 24644 2464コ 2464コ 24644 24644 2464“ 24644 246を

(1) 莱 収 (8) 10743 11961 11021 I t021 11021 11021 11021 11021

ア ス 1121フ 1030g 10,3 10,39g 10,399 10,399 10.399 lα 399 10.399 10.399

, そ の l也 70G 744 622 622 62? 622 622 622 622 622 622

(2) 宮 莱 外 嘔 蓋壁 11 162 14037 1362も 13623 13623 13623 13620 1362 13623 1362 1362a

ア B   会 入   金 11 162 14037 13623 13623 1362 〔3621 13623 13.623 13.623

イ  そ の

収
益
的
支
出

21,905 251998 24.644 24.644 24644 24644 24644 24644 24644 24644 24644
21904 25987 24636 24635 24635 24635 24635 24635 2463【 24635 24631

ア 含    与
H 月

イ  そ の 21904 251987 24.63G 24,635 24.63t 24.635 24.63G 24636 24635 24635
(2) 1 11 9 9 9 9 9 Ю 9 9

ア 1 11 9 ∪ 9 9 9 g 9

1 11 9 9 9 9

イ  そ の

3

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

モ   人 (F) 59G 592 594 594 59コ 594 59コ 594 594 594 594

1

(2) 周 59G 592 594 591 59“ 594 594 594 594

(3)

(4)

,

(7) そ の 他

資
本
的
支
出

2資 本 的 支 出 (C 596 592 594 594 594 594 594 59コ 594

1)

(2) 封 59 59コ 594 594 594 594 594

(3)

(4)

(5, そ lL

3
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(法 非適用企 業 )

榊Iアで年 度

(決 算 )区   分

前年度

算
込

決
見

本年度
(R7年度 )

R8 R9 R10 Rll R12 R13 R14 R15

収  更  魯 | (E)4(1) ●(」 )

積 立 (K)

翌 年 度 ヘ

冥 質  収
(N)―(0)

:更 黒 字 (P)

字 (0)

赤 字 比 率 ( X100)

収 益 的 収 支 比 率 ( X100 )

醤
方財
幣
施行
亮戸
瞭
甲
猿に
増
躯し
姦0

1 11 11 11 1■ 02 11 1

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/1S)X100)

(T)

促 笠 1し云 力u IT親 貝
解 消 可 能 i

第 6条 に規 定する
F金 不 軍 鎮 (U)

健全化法施行令第17粂により算定した

事   業   の   規   模 (V)

((T)/(V)X

他  会  計
地    万 残   高 (X)

区   分

前々年度

(決 算 )

前年度

踏劉
本年度
(R7年度 )

R8 R9 R10 Rll R12 R13 R14 R15

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分
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4.効率化・経営健全化の取組

(1)組織、人材、定員、給与に関する事項

これまで公営企業は住民生活に必要なサービスを提供する役割を果たして

きました。近年の厳しい財政状況に鑑み、将来にわたつて公共の福祉を維持

していくために、本町にあつた経営の在り方を、絶えず見直していくことが

必要不可欠です。そのため、介護サービス事業の組織について、効率的且つ

効果的な事務 。事業が運営できるような事業組織を目指します。

(2)その他の経営基盤の強化に関する事項

利用者の確保が図られるよう、委託事業者に射し適切なサービス提供を指

導するとともに、人材育成によるサービスの質的向上を促してまいります。

(3)資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金
の不足額がある場合にはその解消策

収益に不足が生じる場合は、一般会計から繰 り入れを行つているため、他

会計繰入金は年々増大傾向にあります。

(4)資金管理・調達に関する事項

(2)に同じ。

(5)情報公開に関する事項

予算、決算等を町議会で評価 し、その結果を公表 しております。 (議会議決

事項 )
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(6)その他の重コ点事項

①事業の意義、提供するサービス自体の必要性

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要はますます高まっている

と考えます。

②公営企業として実施する必要性

住民が住み慣れたまちで、安心して暮らせる地域づくりを推進するため

には、高齢化の進行や、福祉ニーズの多様化に姑応した在宅介護事業所の

役割は大きいと考えます。現在、町運営の介護福祉サービスとして、社会

福祉協議会に通所介護を委託しています。社会福祉協議会の公益性を活か

し、利用者を選択することなく、幅広く受け入れをしており、今後も公益

性を活かしつつ、多様化する住民ニーズに応え、迅速かつ平等なサービス

の展開を図ります。危機管理、情報管理等のリスク管理のため体制を整備

いたします。自然災害等の緊急事態発生に備え、情報伝達確認や訓練等に

よる職員の災害に紺する意識付けを行うとともに、事件、事故、災害等緊

急事態発生時には、町や関連団体が的確に対応できるような体制の整備を

図ります。
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